


















別紙２

指　　　　摘　　　　内　　　　容 指摘番号

医師の診断等も参考に、客観的かつ総合的に判断して、世

帯の課題に応じた具体的な援助方針を策定すること。
１

収入申告書を少なくとも１２か月ごとに徴取すること。 ７-コ

ケース別問題点及び是正改善状況
【 桐生市福祉事務所 】

ケース
番  号

問　　　　題　　　　点
是　　正　　改　　善　　措　　置　　状　　況 備　　考

（暴力団関係ケース）



指　　　　摘　　　　内　　　　容 指摘番号

ケース別問題点及び是正改善状況
【 桐生市福祉事務所 】

ケース
番  号

問　　　　題　　　　点
是　　正　　改　　善　　措　　置　　状　　況 備　　考

主の資産申告書について、少なくとも１２か月ごとに徴取

すること。
３-ア

主の受診に関する支援方法をケース診断会議に諮る等によ

り組織的に検討し、具体的な援助方針を策定すること。
１

主について、就労可能なため、収入申告書を毎月徴取する

こと。
７-コ

主に対し、求職活動状況申告書を毎月提出させ、面談等を

通じてその状況の把握や必要な助言指導を行うこと。
１０-テ

自動車保有の認否を再検討すること。 ３-ア

世帯の課題に応じた具体的な援助方針を策定すること。 １

管内に居住する二女の父について、その職業、収入等を主

その他から聴取する等の方法により、扶養の可能性を調査

すること。その結果、扶養義務履行が期待できると判断さ

れた場合で、直接照会することが適当な場合は、実地によ

り扶養能力調査を行うこと。

４

母子加算の誤認定を是正すること。 ６-ク

（新規開始ケース）

　（注）　「備考」欄は、是正改善措置により生じた保護費の変動状況及び停止、廃止について記入すること。 2



指　　　　摘　　　　内　　　　容 指摘番号

ケース別問題点及び是正改善状況
【 桐生市福祉事務所 】

ケース
番  号

問　　　　題　　　　点
是　　正　　改　　善　　措　　置　　状　　況 備　　考

世帯の課題に応じた具体的な援助方針を策定すること。 １

保有が容認されている自動車について、その使用目的及び

維持費の捻出方法等を把握の上、保有の認否を再検討する

こと。

３-ア

主の精神通院医療について、障害者総合支援法第５８条の

適用申請を検討すること。
５-ウ

妻について、就労可能なため、収入申告書を毎月徴取する

こと。
７-コ

妻に対し、求職活動状況申告書を毎月提出させ、面談等を

通じてその状況の把握や必要な助言指導を行うこと。
１０-テ

主の就職見通しがなくなったことを踏まえ、適時に援助方

針の見直しを行うこと。
１

主について、就労可能なため、収入申告書を毎月徴取する

こと。
７-コ

主に対し、求職活動状況申告書を毎月提出させ、面談等を

通じてその状況の把握や必要な助言指導を行うこと。
１０-テ

　（注）　「備考」欄は、是正改善措置により生じた保護費の変動状況及び停止、廃止について記入すること。 3



指　　　　摘　　　　内　　　　容 指摘番号

ケース別問題点及び是正改善状況
【 桐生市福祉事務所 】

ケース
番  号

問　　　　題　　　　点
是　　正　　改　　善　　措　　置　　状　　況 備　　考

主の障害者加算の誤認定を是正すること。 ６-ク

（高齢者等多様なニーズを有するケース）

　（注）　「備考」欄は、是正改善措置により生じた保護費の変動状況及び停止、廃止について記入すること。 4



指　　　　摘　　　　内　　　　容 指摘番号

ケース別問題点及び是正改善状況
【 桐生市福祉事務所 】

ケース
番  号

問　　　　題　　　　点
是　　正　　改　　善　　措　　置　　状　　況 備　　考

主の精神障害者保健福祉手帳の取得について検討するこ

と。
５-エ

年に１回以上は援助方針の見直しを行うこと。 １

主の次女及び三女について、その職業、収入等を主その他

から聴取する等の方法により、扶養の可能性を調査するこ

と。その結果、扶養義務履行が期待できると判断された場

合で、直接照会することが適当な場合は、重点的扶養能力

調査対象者として扶養能力調査を行うこと。

４

計画に沿った訪問調査を確実に実施し、生活実態を把握の

上、必要な指導援助を行うこと。
１１

主の障害者加算の誤認定を是正すること。 ６-ク

主について、局第４に基づき、年齢、資格、生活歴、職歴

及び地域の求人状況等により、稼働能力の活用状況につい

て評価し、増収指導の可否を検討すること。

９-セ

（稼働年齢層の者のいるケース）

　（注）　「備考」欄は、是正改善措置により生じた保護費の変動状況及び停止、廃止について記入すること。 5



指　　　　摘　　　　内　　　　容 指摘番号

ケース別問題点及び是正改善状況
【 桐生市福祉事務所 】

ケース
番  号

問　　　　題　　　　点
是　　正　　改　　善　　措　　置　　状　　況 備　　考

障害福祉サービスの利用状況を踏まえ、適時に援助方針の

見直しを行うこと。
１

世帯の課題に応じた具体的な援助方針を策定すること。 １

主、妹、弟、母について、就労可能なため、収入申告書を

毎月徴取すること。
７-コ

世帯の課題に応じた具体的な援助方針を策定すること。 １

世帯の課題に応じた具体的な援助方針を策定すること。 １

弟について、就労可能なため、収入申告書を毎月徴取する

こと。
７-コ

弟に対し、求職活動状況申告書を毎月提出させ、面談等を

通じてその状況の把握や必要な助言指導を行うこと。
１０-テ

訪問基準に即した年間訪問計画を策定し、計画に沿った訪

問調査を実施し、生活実態を把握の上、必要な指導援助を

行うこと。

１１

　（注）　「備考」欄は、是正改善措置により生じた保護費の変動状況及び停止、廃止について記入すること。 6



指　　　　摘　　　　内　　　　容 指摘番号

ケース別問題点及び是正改善状況
【 桐生市福祉事務所 】

ケース
番  号

問　　　　題　　　　点
是　　正　　改　　善　　措　　置　　状　　況 備　　考

世帯の課題に応じた具体的な援助方針を策定すること。 １

主について、就労可能なため、収入申告書を毎月徴取する

こと。
７-コ

計画に沿った訪問調査を確実に実施し、生活実態を把握の

上、必要な指導援助を行うこと。
１１

生活実態を把握の上、保護の要否を検討すること。 ８

主が退院し、作業所に通所し始めたことを踏まえ、適時に

援助方針の見直しを行うこと。
１

　（注）　「備考」欄は、是正改善措置により生じた保護費の変動状況及び停止、廃止について記入すること。 7



指　　　　摘　　　　内　　　　容 指摘番号

ケース別問題点及び是正改善状況
【 桐生市福祉事務所 】

ケース
番  号

問　　　　題　　　　点
是　　正　　改　　善　　措　　置　　状　　況 備　　考

主が病識なく受診せず、長男がヤングケアラー化している

という課題に応じた具体的な援助方針を策定すること。
１

主に対し、児童扶養手当の申請を指導すること。 ５-エ

長男の生業扶助（高等学校等就学費等）について、挙証資

料を徴取の上、所要の措置を講ずること。
６-ケ

訪問基準に即した年間訪問計画を策定し、計画に沿った訪

問調査を実施し、生活実態を把握の上、必要な指導援助を

行うこと。

１１

（その他のケース）

　（注）　「備考」欄は、是正改善措置により生じた保護費の変動状況及び停止、廃止について記入すること。 8



別紙３

ア　措置（指導）の状況

3=4 3=4

1 2 3 ① A B C D a b c d E F G e f g h H I J ② ③ 4
ケース ケース 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件

暴 力 団 関 係 ケ ー ス

新 規 開 始 ケ ー ス

高齢者等多様なニーズを有するケース

稼働年齢層の者のいるケース

そ の 他 の ケ ー ス

小 計

暴 力 団 関 係 ケ ー ス

新 規 開 始 ケ ー ス

高齢者等多様なニーズを有するケース

稼働年齢層の者のいるケース

そ の 他 の ケ ー ス

小 計

暴 力 団 関 係 ケ ー ス

新 規 開 始 ケ ー ス

高齢者等多様なニーズを有するケース

稼働年齢層の者のいるケース

そ の 他 の ケ ー ス

合 計

（注）　１．　1ケースに２以上の指示・指導事項があり、そのうち1つの指示事項の是正改善に伴いその他の指示事項の是正改善が不要となったケースについては、
　　　　　　その他の指示事項については「措置を要しなかったもの」に計上すること。
　　　　２．　「J」欄に計上する場合、その主な内容と件数を「備考」欄に記入すること。
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イ　保護費の変動状況

文 書 保 護 費 に

指導・指示 変 動 が な い

ケー ス数 ケース数 金　額 ケース数 金　額 ケース数 金　額 ケース数 金　額 ケース数 金　額 ケ ー ス 数

暴 力 団 関 係 ケ ー ス

新 規 開 始 ケ ー ス

高齢者等多様なニーズを有するケース

稼働年齢層の者のいるケース

そ の 他 の ケ ー ス

小 計

暴 力 団 関 係 ケ ー ス

新 規 開 始 ケ ー ス

高齢者等多様なニーズを有するケース

稼働年齢層の者のいるケース

そ の 他 の ケ ー ス

小 計

暴 力 団 関 係 ケ ー ス

新 規 開 始 ケ ー ス

高齢者等多様なニーズを有するケース

稼働年齢層の者のいるケース

そ の 他 の ケ ー ス

合 計

（注）　１．「文書指導・指示ケース数」欄は、「保護費に変動があったもの」、「保護費に変動がない」及び「指導援助中」のケース数を合計した数を記入すること。

　　　　２．「金額」欄は1ヶ月当たりの保護費（医療費を含む）であること。

　　　　３．１ケースにつき２以上の指導・指示事項があり、その全部について措置を終わっていない場合は、ケースが廃止又は停止された場合を除き「指導援助中」とすること。

　　　　４．１ケースにつき２以上の指導・指示事項があり、「扶助費減」と「扶助費増」とがある場合のケース数は金額を相殺した後で多い額の欄で「扶助費減」又は「扶助費増」とすること。

　　　　５．１ケースにつき２以上の指導・指示事項がある場合、一部措置済で他が保護費の変動がないときは措置済として判断することとし、変動予定があるときは「指導援助中」とすること。

　　　　６．「保護費に変動があったもの」欄の「総数」の「金額」は、各欄の「金額」の合計で、相殺しないものとすること。
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保 護 費 に 変 動 が あ っ た も の

総 数 廃 止 停 止


